
 

 

千葉市監査委員告示第５号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定により、監査の結果

に基づき講じた措置について、別添のとおり千葉市長から通知がありましたので、公表し

ます。 

 

    令和８年３月２７日 

 

千葉市監査委員   宍 倉 輝 雄 

同        宮 原 清 貴 

同         石 井 茂 隆 

同        青 山 雅 紀 



 
７千総総第１０７４号 

令和８年３月１６日 

 

 千葉市監査委員 宍 倉 輝 雄 

 同       宮 原 清 貴 

 同       石 井 茂 隆 

 同       青 山 雅 紀 

 

千葉市長 神 谷 俊 一   

 

 

監査の結果に基づき講じた措置について（通知） 

 

 

 令和５年度監査報告第１１号、令和６年度監査報告第９号及び第１１号並びに令和７年度

監査報告第７号及び第９号により報告のあった監査の結果に基づき講じた措置について、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定により別紙のとおり通知し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様 



 

 

報告書番号 ６監査報告第１１号 

監査の種類 事務事業定期監査（行政監査） 

監査の結果（指摘事項） 講 じ た 措 置 

（２）指摘 

ア 新システムの検証等を行うべきもの

（財政局） 

（ア）事案 

公有財産台帳は、公有財産の状況を明

らかにするとともに、その適正な管理を

図るため、千葉市公有財産規則（昭和４

０年千葉市規則第１１号）第３６条によ

り備えなければならないとされている。 

公有財産台帳への正確性を確保する仕

組みの検討については、令和４年度第２

期の行政監査にて財政局に対し意見を述

べたところである。その後、財政局では、

新たな管理システムである「資産データ

ベースシステム（以下「新システム」と

いう。）」を令和６年３月に導入した。 

新システムでは、公有財産に関する情

報を管理していた従前のシステムに、新

たに固定資産に関する情報を管理する機

能を統合し、両者の情報の一元的な管理

が可能となっており、これは、管理事務

の利便性及び業務効率を向上させる取組

として評価できるものである。 

しかしながら、今回の監査において、

新システムにより整備されている公有財

産台帳の登録内容及び運用方法に、次の

ような問題点や疑義が確認された。 

ａ 公有財産台帳には登録が不要な国

有地等の借受財産、地方公営企業の

用に供する資産等の一部が登録され

ていた。 

ｂ 施設の所管課について、新システ

ムに誤った部署が登録され、その後

も修正が行われていないものがあっ

た。 

ｃ ＰＦＩ事業、リース契約等のうち、

期間経過後に建物の所有権が市に移

転するものについて、台帳への登録

時期が統一されていなかった。 

ｄ 新システムでは、用途に応じて複

 

 

 

指摘事項とされた、新システムに係る問題

点又は疑義の具体的事例について検証し、以

下のとおり対応した。 

ａ 借受財産及び企業財産について 

 借受財産及び企業財産については、公有

財産台帳への登録は不要であるため、令和

６年３月１日の新システム運用開始時か

ら、新規登録は行わないこととした。また、

既に登録されているものについては、公有

財産台帳としての情報ではないものの、こ

れらの情報には、登録情報の変更履歴等の

有用な情報も含まれていること等を鑑み、

一律で削除する対応は行わないこととし

た。 

ｂ 施設情報の所管課登録の誤りについて 

公有財産台帳における所管課登録の誤り

については、令和７年３月３０日付けで、

正しい所管課登録への修正を完了した。 

ｃ ＰＦＩ、リース資産の台帳登録時期につ

いて 

リース資産等の登録時期については、契

約期間の終了により市に所有権が移転した

際に、管財課長へ公有財産通知書を提出す

ることにより公有財産台帳に登録する旨

を、制度所管課から各所管課に周知徹底し

た。 

ｄ 各種帳票の出力方法について 

  新システムからの各種帳票の出力につい

て検討した結果、公有財産台帳は、現状で

はシステム上のデータにより管理してお

り、システムから出力した帳票を各所管課

が活用する場面が想定されないことから、

特段の対応は不要と判断した。今後、各所

管課において帳票を出力することが必要と

なった場合には、適宜対応を検討する。 

ｅ 台帳と直接関係のない情報等について 

  システム上に登録された、公有財産台帳



 

 

数の種類の帳票を出力できるが、各

種帳票の詳細について説明したマニ

ュアルや通知等はなく、また、公有

財産台帳として、当該帳票の中から

どの帳票を選択して出力すべきかに

ついて、全庁に周知されていなかっ

た。 

ｅ 公有財産台帳と直接関係のない情

報（事務手続の備忘録等）が、新シ

ステムの公有財産台帳に掲載されて

いた。 

ｆ 建物の所在地について、住居表示

が実施されていない区域の施設や、

複数棟存在する施設の一部の建物

は、所在地を空欄とする運用となっ

ており、所在地の把握が効率的に行

えない状況となっている。 

（イ）問題点 

公有財産台帳の登録内容に誤りがあっ

たり、統一性がないと、財産の情報や実

態の適切な把握が困難となることに加

え、システムで管理していない事項につ

いては他の資料やデータを併せて参照す

る必要が生じることとなり、効率的な運

用とは言えない。また、登録の要否等に

係るルールを徹底しないままでは、真に

登録すべき財産か否かの判断が外形上困

難となり、新たに誤った登録を行ってし

まうリスクが高まると言える。 

（ウ）指摘 

公有財産台帳の登録内容及び運用方法

について、新システムを運用する中で確

認された問題点や疑義について検証し、

必要な見直しを行われたい。また、新シ

ステムを効率的に運用するため、統一的

なルールを定めた上で事務処理マニュア

ルに記載するとともに、必要に応じ職員

に研修を行うなどして、全庁に周知され

たい。 

 

と直接関係のない情報（事務手続の備忘録

等）が、公有財産台帳に掲載され、意図せ

ず外部へ公表されてしまうリスクがあるこ

とを、制度所管課から各所管課に周知徹底

した。 

ｆ 所在地が空欄の建物情報について 

建物の所在地登録について検討した結

果、現状の登録内容でも、「建物情報」と関

連付けられた「施設情報」や「土地情報」

により建物所在地を把握することができる

ため、特段の対応は不要と判断した。 

 

  


